
 

 

 

学合唱コンクール 

 １１月１１日（水）合唱コンクールが行われまし

た。例年は神山ホールという素晴らしい環境で行わ

れている合唱コンクールですが、今年は使用が叶わず、体育館で行いました。距離をとって、合唱を

することはとても難しいことです。そして、ホールに比べて音が伝わりにくいという悪条件でもあり

ました。しかし、11 月 11 日の西賀茂中学校の

体育館には、心を震わせる素敵なハーモニーが

響き渡りました。素敵だったのは歌声だけでは

なく、取り組む姿勢、鑑賞の態度、仲間を大切

に思う気持ち、先生への感謝など、本当に素晴

らしい合唱コンクールでした。コンクールなので、審査し、順位をつけるのですが、どのクラスの合

唱も素晴らしく、甲乙つけがたいものでした。保護者の皆さまに参観していただけなかったことが本

当に残念で申し訳ありません。ホームページ

より視聴できますので、是非ともご覧下さい。 

人権学習 

１・３年生は１１月２６日（木）の５・６限に人権学習を行いました。２年生は１２月３日（木）

に人権学習を行います。人権とは、誰もが生まれながら持っている幸せに生きる権利のことです。

1948 年 12 月 10 日の国際連合第 3 回総会において世界人権宣言が採択されたことを記念して、

1949 年に法務省と全国人権擁護委員連合会が 12 月 10 日を最終日とする 1 週間（12 月 4 日-12

月 10 日）を人権週間と定めました。人権を大切にする気持ちは常に持っていて欲しいことですが、

特にこの時期にそのことを意識しようということになっていて、この時期に人権学習をします。全て

の人の人権が守られるためには、全ての人が、人権の大切さを知り、守ろうと意識し続けなければい

けません。これは、私がいつも皆さんに送っている「自分を大切にしてください」「他人を大切にして

ください」ということと同じです。全ての人が、互いに大切にし、大切にされる学校であって欲しい

し、そんな世の中であって欲しいです。 

 
 

心身ともに健康で， 

知・徳・体の調和のとれた生徒の育成 

～自ら学び考え，仲間と共に 

自己を高めようとする子どもの育成～ No.７ 令和２年１２月 京都市立西賀茂中学校 



【１2 月の行事予定】 

 


